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ご契約時に指定通貨を米ドルまたは豪ドルから選択できます。

毎月、指定通貨に換算（為替レートにより変動）
指定通貨建の保険料は
毎月変動します
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※裏面も必ずご確認ください。

商 品 概 要 書

2020年4月版この資料は、保険商品の内容の全てが記載されているものではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。ご検討にあたっては、「契約締結前交付書
面（契約概要／注意喚起情報） 兼 商品パンフレット」「ご契約のしおり－定款・約款」「ご提案内容説明書（設計書）」を必ずご確認ください。

しくみ図（イメージ）

■商品のしくみと特徴

最低円貨払込額

最高基準金額

保障内容

解約返戻金 あり あり（5年ごと利差配当）配当

指定通貨 米ドル、豪ドル
契約年齢 0歳～ 8歳（被保険者の満年齢）

保険料払込期間 10年～ 18年
保険料払込期間満了年齢 10歳～ 18歳

据置期間 0年～ 8年
年金支払開始年齢 10歳～ 18歳
主な付加できる特約等 保険料円貨払込特約（円貨払込額指定型）・ご家族登録サービス・保険契約者代理特約・被保険者代理特約・円貨支払制度

保険料払込方法
保険料払込経路

取扱単位

月払い・6か月定期一括払・12か月定期一括払・全期前納
口座振替扱い・クレジットカード扱い（月払いのみ）（＊4）

円貨払込額建 ： 千円単位

15億円

円貨払込額の合計額
120万円以上

予定利率変動型５年ごと利差配当付指定通貨建個人年金保険

この商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすることが
あります。為替レートの変動等により、損失が生じるおそれがあります。

お支払金額お支払内容 お支払理由 受取人

死亡給付金 被保険者が年金支払開始
日前に死亡されたとき

年金 

死亡給付金受取人

年金受取人
年金支払開始日に
被保険者が
生存されているとき

＜保険料払込期間中＞
既払込保険料相当額
＜据置期間中＞
保険料積立金相当額と保険料払込期間満了の日における
死亡給付金額のいずれか大きい金額
年金支払開始日の前日における保険料積立金額を
年金原資として、年金支払開始日における計算基礎率

（予定利率・予定死亡率等）により定まる年金額

米ドルまたは豪ドルで積み立て

（＊1）ご契約後の予定利率は、年金支払開始日前まで（年金支払開始日の繰下げを行った場合は、繰下げ前の年金支払開始日前まで）、月単位の契約応当日が到
来するごとに見直されます。

（＊2）繰下げ期間中および年金支払開始日以後に適用される予定利率には、最低保証はありません。
（＊3）毎月円貨でお払込みいただく金額（円貨払込額）を指定通貨に換算した保険料は、為替レートの変動に応じて、毎月変動（増減）します。
※死亡給付金額・解約返戻金額・年金原資および年金額はご契約時に定まりません。
※保険料払込期間中の解約返戻金は死亡給付金（既払込保険料相当額）を上限とします。また、解約返戻金は既払込保険料を下回ることがあります。
※契約者が死亡されたとき、および高度障害状態・障害状態になられたときの保険金のお支払いや、保険料払込免除のお取扱いはありません。
※為替レートの変動により、年金原資や年金の円換算額は変動します。将来、円貨で決まった金額をご用意されたい場合はご注意ください。

年金支払期間：5年

第１回の
年金額が倍額！

受け取る通貨は、
円貨または指定通貨
から選択できます。
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了直後に死亡給付
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■ご契約の諸基準

■商品の概要

保険料払込期間満了日以後の解約返戻金や年金原資が大きくなるしくみとしています。
毎月、一定金額を円貨でお払込みいただく（月払いの場合）ので（＊3）、ドルコスト平均法による為替リスクの抑制が期待できます。

米ドルや豪ドルの好金利を活かして資金作りを行います。ご契約後の金利上昇をキャッチアップするため、予定
利率を毎月見直し（＊1）ます。予定利率は1.50%を最低保証します（＊2）。
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●本商品は被保険者が高度障害状態・障害状態になられたときの保険金のお支払いや、保険料払込免除のお取扱いはありません。

住友生命の
外貨建平準払
個人年金保険

住友生命の
外貨建平準払
個人年金保険

住友生命の
外貨建平準払
個人年金保険

この保険は米ドル建または豪ドル建の外貨建商品です。ご契約時に選択いただく、ご契約に適用する通貨（米ドルま
たは豪ドル）のことを「指定通貨」といい、「指定通貨建」とは、円建ではなく外貨建であることを意味します。

（＊4）金融機関によってお取扱いは異なります。



372D1Z0D20-V1-0000000 ※表面も必ずご確認ください。

［引受保険会社］［募集代理店］

■この保険のご検討にあたって特にご注意いただきたい事項

■その他ご留意いただきたい事項

■住友生命が支払う販売代理店手数料について
保険料

払込期間
初年度

手数料率
10年以上 1.80%

継続
手数料率
0.04%

15年以上 1.94% 0.04%

お客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。

●この保険はクーリング・オフ制度（お申込みの撤回・契約の解除）の対象です。 ●生命保険募集人は、お客さまと住友生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権は
ありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して住友生命が承諾したときに成立します。 ●住友生命が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構により保険契
約者保護の措置が図られることがありますが、ご契約の際にお約束した死亡給付金額等が削減されることがあり、その結果、死亡給付金額等が払込保険料を下回ることがあります。

住友生命は保険契約の締結の媒介や保険契約の維持管理業務
等の対価として販売代理店に対し、円貨払込額の総額に右記の
手数料率を乗じた金額を支払います（＊6）。この手数料は、住友生
命が販売代理店に支払うものであり、契約締結前交付書面に記
載の「お客さまにご負担いただく費用」に追加して別途お客さま
にご負担いただくものではありません。

a 保険料払込期間中にかかる費用（＊1）

為替レートの変動により損失が発生するおそれがあります。
実際の年金額は年金支払開始日の前日における保険料積立金額を年金原資として、年
金支払開始日の計算基礎率により計算されます。また、保険料積立金額は、年金支払
開始日前まで毎月見直す予定利率や、円貨払込額を住友生命所定の為替レートで指定
通貨に換算した保険料に基づいて計算されますので、ご契約時点では将来の保険料積
立金額は定まっていません。そのため、年金額はご契約時には定まっていません。

 年金額は契約時には定まっていません。
為替レートの変動により、「死亡給付金・解約返戻金等を請求時の為
替レートで円換算した金額」や「年金原資を年金支払開始日の為替
レートで円換算した金額」が、実際にお払い込みいただいた円貨払
込額の合計額を下回り損失が生じるおそれがあります。

（＊4）住友生命所定の為替レートは2020年4月現在のものです。今後変更することがあります。
（＊5）ＴＴＭ（対顧客電信売買相場仲値）とは、ＴＴＳ（対顧客電信売相場）とＴＴＢ（対顧客電信

買相場）の仲値です。本商品で使用するＴＴＭは、住友生命が指標として指定する金融機
関が公示するＴＴＳとＴＴＢの仲値になります。

　　  ・ＴＴＳ（対顧客電信売相場）：お客さまが円貨を外貨に交換（外貨を購入）するときに適用される一般的な為替レート
　　  ・ＴＴＢ（対顧客電信買相場）：お客さまが外貨を円貨に交換（外貨を売却）するときに適用される一般的な為替レート
　　  なお、住友生命が指標として指定する金融機関がその営業日においてＴＴＳ・ＴＴＢを公

示しない場合は、住友生命所定の為替レートを変更することがあります。また、この場合、
新規ご契約のお取扱いができないことがあります。

取扱い 住友生命所定の為替レート（＊4）

年金・死亡給付金・解約返戻金等を円貨で受け取る場合 TTM（＊5）－50銭

TTM（＊5）＋50銭

円貨払込額を指定通貨（保険料）に換算する場合

配当金、未経過期間に対応する円貨払込額、
全期前納された定期一括払円貨払込額の残額等を
指定通貨で受け取る場合

●保険契約関係費
・死亡保障やご契約の締結・維持に必要な費用を保険料や保険料積立金から毎月差し引きます。
（別途お払い込みいただくものではありません。）

b 据置期間中にかかる費用（＊1） ・死亡保障やご契約の維持に必要な費用を保険料積立金から毎月差し引きます。
（別途お払い込みいただくものではありません。）

●通貨を換算する場合にかかる費用
以下の取扱いにおいて適用する住友生命所定の為替レートには為替手数料（下表のTTMとの差額）が反映されており、当該手数料は
お客さまの負担となります。

d 年金支払期間中にかかる費用
・年金を管理するための費用であり、年金額に対し年金支払開始日における住友生命の定める率を乗じた金額を、毎年、年金支払開始日の応

当日に差し引きます。（2020年4月時点の年率は1.0％です。今後変更することがあります。）

●外貨のお取扱いにかかる費用
年金・死亡給付金・解約返戻金等を指定通貨で受け取る際には、送金手数料・引出手数料等の費用が別途必要となる場合があります。当該費用
は取扱金融機関によって異なります。

［所定の控除率］
契約日からの経過年数

契約日からの経過年数

１年未満 １年以上２年未満 ２年以上３年未満 ３年以上４年未満 ４年以上５年未満
控除率 31.0％ 13.0％ 7.6％ 4.8％

5年以上6年未満
2.1％3.2％

6年以上7年未満 7年以上8年未満 8年以上9年未満 9年以上10年未満
控除率 1.4％ 0.83％ 0.38％ 0.03％

10年以上
0％

（＊2）実際に保険料（円貨払込額）が払い込まれている期月までの期間で判定します。
（＊3）保険料払込期間中、計算された金額が既払込保険料相当額を上回る場合、既払込保険料相当額を

解約返戻金としてお支払いします。

c 解約時や減額時にかかる費用（解約控除）
・解約返戻金額を計算する際は、保険料

積立金相当額に一定割合（契約日から
の経過年数（＊2）に応じた所定の控除率）
を乗じた金額を差し引きます（＊3）。
そのため、解約返戻金は既払込保険料
相当額を下回ることがあり、損失が生
じるおそれがあります。

（＊1）これらの費用は、被保険者の年齢、性別、払込期間、経過期間によって異なりますので表示しておりません。また、
円貨払込額が住友生命所定の金額を上回る場合、保険料割引制度が適用され、ご負担いただく費用が割り引かれます。
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（＊6）継続手数料はご契約から2年目～最長5年目までの間、住友生命が販売代理店に支払うものです。
※記載の手数料率は0.01%未満を切り上げています。
※記載の数値は上限を表しており、実際の手数料率は払込期間によって異なります。


